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(57)【要約】
【課題】ユーザーが利用する可能性の高いモードに素早
く復帰することが可能となると共に、利用しない可能性
の高いデバイスへの給電を行わない画像処理装置及び画
像処理装置の制御方法を提供する。
【解決手段】本発明の画像処理装置は、異なる複数の動
作モードをとることができ、かつ、省電力状態となるス
リープモードに移行することができ、所定の動作モード
を記憶する動作モード記憶手段と、スリープモードを解
除する契機となる原稿の検出を行う原稿検出手段と、該
原稿検出手段によってユーザー操作が検出されると、該
動作モード記憶手段に記憶された動作モードに応じて、
画像処理装置を構成する複数のデバイスのうちどのデバ
イスを起動するかを選択する起動デバイス選択手段と、
を有することを特徴とする。
【選択図】図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
異なる複数の動作モードをとることができ、かつ、省電力状態となるスリープモードに移
行することができ、
所定の動作モードを記憶する動作モード記憶手段と、
スリープモードを解除する契機となる原稿の検出を行う原稿検出手段と、
該原稿検出手段によってユーザー操作が検出されると、該動作モード記憶手段に記憶され
た動作モードに応じて、画像処理装置を構成する複数のデバイスのうちどのデバイスを起
動するかを選択する起動デバイス選択手段と、を有することを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
所定の動作モードとは、スリープモード移行直前に有効になっている動作モードであるこ
とを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項３】
所定の動作モードとは、ユーザーによって設定されるデフォルトモードであることを特徴
とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項４】
所定の動作モードとは、スリープモードに移行する前にユーザーによって最後に選択され
た動作モードであることを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項５】
該動作モード記憶手段に記憶された動作モードがスキャンモードであるときには、該起動
デバイス選択手段はスキャナ部と操作パネル部とを選択することを特徴とする請求項１乃
至請求項４のいずれかに記載の画像処理装置。
【請求項６】
該動作モード記憶手段に記憶された動作モードがコピーモードであるときには、該起動デ
バイス選択手段はプリンタ部とスキャナ部と操作パネル部とを選択することを特徴とする
請求項１乃至請求項４のいずれかに記載の画像処理装置。
【請求項７】
該動作モード記憶手段に記憶された動作モードがファクシミリ送信モードであるときには
、該起動デバイス選択手段はスキャナ部とファクシミリ送信部と操作パネル部とを選択す
ることを特徴とする請求項１乃至請求項４のいずれかに記載の画像処理装置。
【請求項８】
外部記憶媒体の挿入を検出する外部記憶媒体検出手段と、挿入された外部記憶媒体中に印
刷データが存在するか否かを判定する印刷データ存否判定手段とを有し、該動作モード記
憶手段に記憶された動作モードがプリントモードであるときで、該印刷データ存否判定手
段によって印刷データが存在すると判定されたときには、該起動デバイス選択手段はプリ
ンタ部と操作パネル部とを選択することを特徴とする請求項１乃至請求項４のいずれかに
記載の画像処理装置。
【請求項９】
外部記憶媒体の挿入を検出する外部記憶媒体検出手段と、挿入された外部記憶媒体中に印
刷データが存在するか否かを判定する印刷データ存否判定手段とを有し、該動作モード記
憶手段に記憶された動作モードがプリントモードであるときで、該印刷データ存否判定手
段によって印刷データが存在しないと判定されたときには、該起動デバイス選択手段は操
作パネル部を選択することを特徴とする請求項１乃至請求項４のいずれかに記載の画像処
理装置。
【請求項１０】
外部記憶媒体の挿入を検出する外部記憶媒体検出手段を有し、該動作モード記憶手段に記
憶された動作モードがプリントモードであるときで、該外部記憶媒体検出手段によって外
部記憶媒体が検出されなかったときには、該起動デバイス選択手段は操作パネル部を選択
することを特徴とする請求項１乃至請求項４のいずれかに記載の画像処理装置。
【請求項１１】
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異なる複数の動作モードをとることができ、かつ、省電力状態となるスリープモードに移
行することができる画像処理装置を制御する方法であって、
スリープモードを解除する契機となる原稿の検出を行うと、所定の動作モードに応じて、
画像処理装置を構成する複数のデバイスのうちどのデバイスを起動するかを選択するよう
に制御することを特徴とする画像処理装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、「スキャンモード」、「コピーモード」、「ファクシミリ送信モード」、「
外部記憶媒体プリントモード」などのモードを備える画像処理装置に関連し、スリープ状
態（節電状態）の解除する際に、スリープモードに移行する直前に設定されたモードを参
照してユーザーの利便性を向上させた画像処理装置及び画像処理装置の制御方法に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　スキャナ及びプリンタを備えたデジタル複合機（以下、単に複合機という）と呼ばれる
装置がある。この複合機では、スキャナが原稿画像を読み取るスキャナ機能、プリンタが
印刷を行う印刷機能、及びスキャナが読み取った原稿画像をプリンタが印刷するコピー機
能などを備える。近年、この複合機にさらにファクシミリの送受信機能を備えたものが登
場している。
【０００３】
　ところでコピー機やプリンタなどの画像処理装置においては、節電モード、スリープモ
ードといった省電力待機状態をとるモードが知られている。このようなモードを複合機に
設ける試みもなされており、プリンタ機能、スキャナ機能、コピー機能、ファクシミリ機
能を備える複合機における省電力モード（スリープモード）については、例えば、特許文
献１（特開２００３－１６７４８４号公報）には、複写機能と、プリンタ機能と、ファク
シミリ機能と、スキャナ機能とを有する複合装置において、第１の動作群に含まれる動作
の終了から第１の所定時間が経過すると自動的に第１の節電状態に移行する第１のオート
節電手段と、前記第１の所定時間を計時する第１のタイマーと、前記第１の動作群の動作
があると前記第１のタイマーをクリアする第１のタイマークリア手段と、第２の動作群に
含まれる動作の終了から第２の所定時間が経過すると自動的に第２の節電状態にする第２
のオート節電手段と、前記第２の所定時間を計時する第２のタイマーと、前記第２の動作
群の動作があると前記第２のタイマーをクリアする第２のタイマークリア手段とを有する
ことを特徴とする複合装置が開示されている。
【特許文献１】特開２００３－１６７４８４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　複合機がスリープ状態（節電状態）を解除する契機となるのは、ユーザーによるスリー
プ状態解除ボタンの押下操作や、接続されるパーソナルコンピュータからのデータ入力、
ファクシミリ受信などがある。従来の複合機においては、このようなイベントをトリガー
としてウエイクアップしていた。
【０００５】
　ところで、近年複合機においては、ＵＳＢメモリなどの外部記憶媒体からのプリントモ
ードを備えるようなものが登場している。このようなＵＳＢメモリを複合機に挿入するこ
となども、スリープ状態（節電状態）を解除する契機となり得る。また、ユーザーが原稿
台に原稿を載置使用とする動作や、原稿をＡＤＦ（Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｄｏｃｕｍｅｎ
ｔ　Ｆｅｅｄｅｒ）にセットする動作なども契機となり得る。しかしながら、従来の複合
機においてはこのような契機を活用するものではなかった。
【０００６】
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　また、複合機は「スキャンモード」、「コピーモード」、「ファクシミリ送信モード」
、「外部記憶媒体プリントモード」などの各モードを備えるものである。複合機がスリー
プ状態などの省電力モードを解除する場合には、複合機がどのようなモードにあるのか（
あったのか）などを考慮した上で、ウエイクアップするように設定されていれば、必要な
デバイスのみをウエイクアップさせたりして不要な電力を用いることもなく、ユーザーが
利用していたモードに素早く復帰できたりしてユーザーの利便性も向上することなどがで
きることが十分考えられる。ところが、特許文献１に記載されるような従来の複合装置に
おいてはこのようなことが全く考慮されておらず問題であった。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記のような問題に対処するために、本発明の画像処理装置は、異なる複数の動作モー
ドをとることができ、かつ、省電力状態となるスリープモードに移行することができ、所
定の動作モードを記憶する動作モード記憶手段と、スリープモードを解除する契機となる
原稿の検出を行う原稿検出手段と、該原稿検出手段によってユーザー操作が検出されると
、該動作モード記憶手段に記憶された動作モードに応じて、画像処理装置を構成する複数
のデバイスのうちどのデバイスを起動するかを選択する起動デバイス選択手段と、を有す
ることを特徴とする。
【０００８】
　また、本発明の画像処理装置は、所定の動作モードとは、スリープモード移行直前に有
効になっている動作モードであることを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明の画像処理装置は、所定の動作モードとは、ユーザーによって設定される
デフォルトモードであることを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明の画像処理装置は、所定の動作モードとは、スリープモードに移行する前
にユーザーによって最後に選択された動作モードであることを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明の画像処理装置は、該動作モード記憶手段に記憶された動作モードがスキ
ャンモードであるときには、該起動デバイス選択手段はスキャナ部と操作パネル部とを選
択することを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明の画像処理装置は、該動作モード記憶手段に記憶された動作モードがコピ
ーモードであるときには、該起動デバイス選択手段はプリンタ部とスキャナ部と操作パネ
ル部とを選択することを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明の画像処理装置は、該動作モード記憶手段に記憶された動作モードがファ
クシミリ送信モードであるときには、該起動デバイス選択手段はスキャナ部とファクシミ
リ送信部と操作パネル部とを選択することを特徴とする。
【００１４】
　また、本発明の画像処理装置は、外部記憶媒体の挿入を検出する外部記憶媒体検出手段
と、挿入された外部記憶媒体中に印刷データが存在するか否かを判定する印刷データ存否
判定手段とを有し、該動作モード記憶手段に記憶された動作モードがプリントモードであ
るときで、該印刷データ存否判定手段によって印刷データが存在すると判定されたときに
は、該起動デバイス選択手段はプリンタ部と操作パネル部とを選択することを特徴とする
。
【００１５】
　また、本発明の画像処理装置は、外部記憶媒体の挿入を検出する外部記憶媒体検出手段
と、挿入された外部記憶媒体中に印刷データが存在するか否かを判定する印刷データ存否
判定手段とを有し、該動作モード記憶手段に記憶された動作モードがプリントモードであ
るときで、該印刷データ存否判定手段によって印刷データが存在しないと判定されたとき
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には、該起動デバイス選択手段は操作パネル部を選択することを特徴とする。
【００１６】
　また、本発明の画像処理装置は、外部記憶媒体の挿入を検出する外部記憶媒体検出手段
を有し、該動作モード記憶手段に記憶された動作モードがプリントモードであるときで、
該外部記憶媒体検出手段によって外部記憶媒体が検出されなかったときには、該起動デバ
イス選択手段は操作パネル部を選択することを特徴とする。
【００１７】
　また、本発明の画像処理装置の制御方法は、異なる複数の動作モードをとることができ
、かつ、省電力状態となるスリープモードに移行することができる画像処理装置を制御す
る方法であって、スリープモードを解除する契機となる原稿の検出を行うと、所定の動作
モードに応じて、画像処理装置を構成する複数のデバイスのうちどのデバイスを起動する
かを選択するように制御することを特徴とする。
【００１８】
　本発明の画像処理装置及び画像処理装置の制御方法によれば、スリープモードを解除す
る際、スリープモードに移行する直前に設定されたモードを参照することによって、画像
処理装置を構成する複数のデバイスのうちどのデバイスを起動するかを選択するので、ユ
ーザーが利用する可能性の高いモードに素早く復帰することが可能となると共に、利用し
ない可能性の高いデバイスへの給電を行わないことで省電力化を図ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施の形態を図面を参照しつつ説明する。本実施形態においては画像処
理装置として複合機を例にとり説明するが、本発明はこのような複合機に限らず、プリン
タ部とスキャナ部と操作パネル部とを有する構成に適用可能なものである。
【００２０】
　図１は本発明の実施の形態に係る画像処理装置（複合機）及びその周辺のシステム構成
を示す図である。図１において、１０はＬＡＮ、ＷＡＮなどのネットワーク、２０は電話
回線、１００は複合機、１１０は複合機の主制御を行う制御部、１２０はファクシミリ文
書の送受信を行うファクシミリ部、１３０は記録媒体への印刷を行うプリンタ部、１４０
は原稿の読み取りを行うスキャナ部、１５０はユーザーとのインターフェイスとなる操作
パネル部、１６０はネットワークＩ／Ｆ、１７０はＵＳＢ　Ｉ／Ｆ、２００、２００’、
２００’’はパーソナルコンピュータ、３００は外部機器をそれぞれ示している。なお、
本明細書においては、ファクシミリ部１２０、プリンタ部１３０、スキャナ部１４０、操
作パネル部１５０それぞれをデバイスなどと称することもある。
【００２１】
　図１に示されるファクシミリ装置（複合機）周辺のシステムでは、クライアントなどの
パーソナルコンピュータ２００、２００’、２００’’と複合機１００とが、ネットワー
ク１０を介して接続される構成となっている。また、複合機１００のファクシミリ部１２
０が電話回線２０と、ＵＳＢ　Ｉ／Ｆ１７０が、ＵＳＢメモリ、携帯電話やデジタルカメ
ラなどの外部機器３００と接続されるような構成とされている。複合機１００には、適当
なコネクタが設けられており、ＵＳＢメモリ、携帯電話やデジタルカメラなどの外部機器
３００のコネクタへの挿入は検出可能に構成される。
【００２２】
　複合機１００は、情報処理装置からなる複合機本体の主制御を行う制御部１１０と、ユ
ーザーの入力操作を受け付ける入出力装置である操作パネル部１５０と、原稿・画像をス
キャンしてカラーで読み込むスキャナ部１４０と、印刷用紙等に印刷を行うプリンタ部１
３０と、ファクシミリ送受信を行うファクシミリ部１２０とを備える。つまり、複合機１
００は、スキャナ機能、印刷機能、スキャナ機能と印刷機能を組み合わせたコピー機能及
びファクシミリ送受信機能を備えるものである。
【００２３】
　複合機１００の情報処理機構は、いずれも例えば汎用的なコンピュータシステムにより
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構成され、個々の構成要素または機能は、例えば、記憶手段に書き込まれたコンピュータ
プログラムを実行することにより実現される。
【００２４】
　スキャナ部１４０は、原稿を載置可能な不図示の原稿台とこれを読み取る光学系からな
る。スキャナ部１４０の原稿台には、原稿台に載置した原稿のサイズを検知することがで
きる原稿サイズ検知センサが設けられている。また、複合機１００には、スキャナ部１４
０に自動的に連続的に原稿を送致する構成であるＡＤＦ（Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｄｏｃｕ
ｍｅｎｔ　Ｆｅｅｄｅｒ）を設けるようにしておいてもよい。
【００２５】
　原稿台には不図示の原稿台カバーが設けられており、当該原稿台カバーの開閉を検出す
ることできるように構成される。また、ＡＤＦを備えるような場合には、ＡＤＦに原稿が
セットされたことを検出することができるように構成される。このような原稿台カバーの
開閉の検出、ＡＤＦにおける原稿セットの検出は、ともに「原稿検出」として定義するも
のとする。なお、これらの検出のためのセンサなどに係る技術についてはいずれも従来周
知のものを用いることができる。
【００２６】
　スキャナ部１４０によって読み取られた制御部１１０の不図示の記憶手段に一度取り込
まれる。操作パネル部１５０などからの指定によって制御部１１０は、スキャナ部１４０
で読み取られた原稿画像データを、そのまま、或いは設定された倍率でプリンタ部１３０
から紙出力したり（複合機１００のコピー機能）、ファクシミリ部１２０から電話回線を
通じて送信したり（複合機１００のファクシミリ機能）、ネットワークＩ／Ｆ１６０、ネ
ットワーク１０を介して、パーソナルコンピュータ２００、２００’、２００’’に向け
て送信したり（複合機１００のスキャナ機能）する。
【００２７】
　コピー機能を利用するときの複合機１００のモードを「コピーモード」と定義し、ファ
クシミリ機能のうちファクシミリ送信機能を利用するときの複合機１００のモードを「フ
ァクシミリ送信モード」と定義し、スキャナ機能を利用するときの複合機１００のモード
を「スキャンモード」と定義する。
【００２８】
　プリンタ部１３０は、記録用紙上に画像を形成するものであり、レーザーやＬＥＤライ
ンヘッドによって感光体上に潜像を形成する方式を採用した電子写真方式や、記録用紙上
に直接インクを射出する方式を採用したインクジェット方式などの周知のハードウエア構
成を用いることができる。制御部１１０は、操作パネル部１５０やパーソナルコンピュー
タ２００、２００’、２００’’或いは、携帯電話、デジタルカメラなどの外部機器３０
０からの指示に基づいて、プリンタ部１３０に所定の紙出力を行わせるものである。すな
わち、プリンタ部１３０は、スキャナ部１４０によって読み取られた画像データやファク
シミリ部２１０で受信されたファクシミリデータや、パーソナルコンピュータ２００、２
００’、２００’’のアプリケーションソフトウエアからのデータや外部機器３００から
の画像データなどを紙出力するものである。
【００２９】
　ファクシミリ部１２０は、電話回線２０と接続されていて、ファクシミリの送受信を行
うファクシミリ送受信部（不図示）と、ファクシミリ送受信部が送信するための送信デー
タを一時記憶する送信バッファ及びファクシミリ送受信部が受信した受信データを一時記
憶する受信バッファを構成するためのファクシミリ部用のメモリを備えている。
【００３０】
　また、ファクシミリ部１２０は、電話回線２０からファクシミリ送信されてきたデータ
を受信すると、その受信データを一旦格納する。そして、格納された受信データは、制御
部１１０へ送られて、プリンタ部１３０で印刷される。ファクシミリ部１２０は、複合機
１００内の他の構成とは独立にファクシミリ送受信を行う。つまり、ファクシミリ部１２
０は、複合機１００から送信データを受け付けると、複合機１００とは独立にファクシミ
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リ送信を行うし、電話回線２０からファクシミリデータが送信されてくれば、それを受信
する。
【００３１】
　複合機１００のコピー機能は、ユーザーの操作パネル部１５０の操作によって制御部１
１０に設定される。操作パネル部１５０からは、コピー機能に係るコピー倍率の設定、原
稿画像サイズの設定、出力用紙のサイズの設定を行うことができ、制御部１１０はこれら
の設定に基づいて、複合機１００のコピー機能を実行する。複合機１００のコピー機能は
、スキャナ部１４０にて読み取った原稿の原稿画像データに、コピー倍率処理を施し、こ
れをプリンタ部１３０で指定されたサイズの用紙に紙出力する。
【００３２】
　複合機１００は、上記のような機能に加えて、外部機器３００に記憶されるファイルか
ら直接的にプリンタ部１３０でプリントを行うプリントモードを備えている。このような
外部機器３００から直接プリントする機能を利用するときの複合機１００のモードを「外
部記憶媒体プリントモード」と定義する。当該モードでは、制御部１１０は、ＵＳＢ　Ｉ
／Ｆ１７０に接続されるＵＳＢメモリ、携帯電話やデジタルカメラなどの外部機器３００
に記憶されるファイル・データを取り込んで、これをプリンタ部１３０でプリントアウト
する。
【００３３】
　なお、外部記憶媒体プリントモードのうちの特殊なモードとして、複合機１００を直接
制御可能なＵＳＢ機器によって、複合機１００の制御を行いつつ、プリンタ部１３０でプ
リントアウトを実行するモードである「直接制御印刷可能ＵＳＢ機器モード」（ピクトブ
リッジ対応機器印刷モード：「ピクトブリッジ」は登録商標。）も本発明の画像処理装置
は備えるものである。このようなモードにおいては、外部機器３００からの制御に基づい
て、外部機器３００と制御部１１０が協働して、プリントのパラメーターなどを決定した
上でプリンタ部１３０におけるプリントを行う。
【００３４】
　操作パネル部１５０のハードウエアは、操作に係わる表示を行うＬＣＤからなる表示部
と、指などによる押圧で入力が行えるタッチパネル部とから概略構成される。これらの表
示部とタッチパネル部とは重ねて構成されており、ユーザーは表示部の表示を参照しつつ
、指でタッチパネル部を操作することで複合機１００の各種設定を行うことができるよう
になっている。タッチパネル部による入力機構、表示部による表示機構の具体的な構成に
ついては、周知の技術を用いることができる。この操作パネル部１５０で行うことができ
るのは、複合機１００のファクシミリ機能、プリンタ機能、コピー機能、外部記憶媒体プ
リント機能といった各種機能の選択、画像のプレビュー表示、節電モードへの移行、など
である。
【００３５】
　次に、操作パネル部１５０における各モードの初期画面表示について説明する。複合機
１００のモードには基本的なものとして、「スキャンモード」、「外部記憶媒体プリント
モード」、「ファクシミリ送信モード」、「コピーモード」の各モードがある。
【００３６】
　図２は本発明の実施の形態に係る画像処理装置（複合機）のスキャンモードの初期画面
表示例を示す図である。操作パネル部１５０におけるスキャンモードの初期画面表示では
、スキャナ部１４０で読み込んだ画像データの保存先を「ＵＳＢメモリ」、「ＰＣフォル
ダ」、「ｅ－ｍａｉｌ」の中から選択することができる。なお、ここでＵＳＢメモリは、
本発明における「外部記憶媒体」の一つの例のことである。
【００３７】
　図３は本発明の実施の形態に係る画像処理装置（複合機）の外部記憶媒体プリントモー
ドの初期画面表示例を示す図である。操作パネル部１５０におけるプリントモードの初期
画面表示においては「ＵＳＢメモリ」などの外部記憶媒体からの印刷が指定可能となるほ
か、パスワードによる認証印刷の待機画面としても利用される。
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【００３８】
　図４は本発明の実施の形態に係る画像処理装置（複合機）のファクシミリ送信モードの
初期画面表示例を示す図である。操作パネル部１５０におけるファクシミリ送信モードの
初期画面表示では、ファクシミリ送信先「宛先」の指定が促される。また、「基本設定」
、「機能」、「応用」などのタブを選択することによって、詳細な設定が可能となる。
【００３９】
　図５は本発明の実施の形態に係る画像処理装置（複合機）のコピーモードの初期画面表
示例を示す図である。操作パネル部１５０におけるコピーモードの初期画面表示では、コ
ピーの部数の入力などが促される。また、「基本設定」、「機能」、「応用１」、「応用
２」などのタブを選択することによって、詳細な設定が可能となる。
【００４０】
　次に本発明の画像処理装置におけるスリープモードについて説明する。なお、本発明の
スリープモードとは消費電力を、通常の待機状態より減少させたモードであり、節電モー
ドや省電力モードなどと考えることもできる。
【００４１】
　本発明の画像処理装置（複合機１００）におけるスリープモードは、プリンタ部１３０
、スキャナ部１４０、操作パネル部１５０それぞれのデバイス毎に設定されているもので
ある。それぞれのスリープモードは、例えば、以下のように定義することができるが、こ
のような定義は種々の態様が考えられることはいうまでもない。
プリンタ部１３０スリープモード：定着部のパワーオフ、モーター制御部への通電をオフ
、など。
スキャナ部１４０のスリープモード：原稿照射用ランプ制御部、イメージセンサ制御部、
キャリッジモータ制御部への通電オフ、など。
操作パネル部１５０のスリープモード：バックライト消灯、など。
ファクシミリ部１０２のスリープモード：ファクシミリ受信用回路を除く全ての回路への
通電をオフ、など。
【００４２】
　次に、複合機１００のデフォルトモードについて説明する。以上、説明したとおり、複
合機１００は「スキャンモード」、「コピーモード」、「ファクシミリ送信モード」、「
外部記憶媒体プリントモード」などの各モードを備えるものであるが、それぞれのユーザ
ーは主として利用するモードが比較的に固定しているものである。すなわち、あるユーザ
ーは複合機１００を、コピー機中心で利用し、また別のユーザーはファクシミリ機中心と
して利用する、といったような利用形態となることが多い。そこで、「デフォルトモード
」への復帰（或いは、移行）という概念を採用すると複合機１００の利便性が高まる。図
６は本発明の実施の形態に係る画像処理装置（複合機）におけるデフォルトモードの概念
を説明する図である。
【００４３】
　「デフォルトモード」とは、複合機１００の電源オン時や、あるモード使用後所定時間
操作しなかった場合に復帰するモードで、ユーザーが「スキャンモード」、「コピーモー
ド」、「ファクシミリ送信モード」、「外部記憶媒体プリントモード」のうちから一つ設
定して登録しておくことが可能なモードである。図６は、複合機１００がユーザーによっ
て選択されたモードから、所定時間経過後にデフォルトモードに復帰、移行するイメージ
を示したものである。
【００４４】
　なお、本発明は、このような「デフォルトモード」を備えない画像処理装置（或いは、
積極的にデフォルトモードを利用しない画像処理装置）にも、備える画像処理装置の双方
に適用することができる。
【００４５】
　図７は、デフォルトモードに移行後にスリープモードに入る画像処理装置のシーケンス
を示す図であり、図８は各モードからスリープモードに入る画像処理装置のシーケンスを
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示す図である。
【００４６】
　図７について時間経過順にみてみると、ユーザーによって選択されたいずれかのモード
から、所定時間操作がない場合には、デフォルトモードに移行する。このデフォルトモー
ドは、ユーザーが設定した「スキャンモード」、「コピーモード」、「ファクシミリ送信
モード」、「外部記憶媒体プリントモード」のいずれかのモードである。
【００４７】
　複合機１００に対する操作やプリントデータ入力がないまま所定の時間が経過すると、
スリープモードに移行する。ユーザーによる操作パネル部１５０の操作やパーソナルコン
ピュータ２００、２００’、２００’’からの入力によって、スリープ状態が解除される
。
【００４８】
　次に、図８について時間経過順にみてみる。ユーザーによって選択された「スキャンモ
ード」、「コピーモード」、「ファクシミリ送信モード」、「外部記憶媒体プリントモー
ド」のいずれかのモードから、所定時間操作がない場合には、複合機１００はスリープモ
ードへと移行することとなる。ユーザーによる操作パネル部１５０の操作やパーソナルコ
ンピュータ２００、２００’、２００’’からの入力によって、スリープ状態が解除され
る。
【００４９】
　本発明は以上のような構成の複合機１００におけるスリープモードの解除に関し、特に
、原稿台やＡＤＦにおいて原稿検出が行われたことを契機とする複合機１００のウエイク
アップマナーに係るものである。ここで、原稿台における原稿開閉検出やＡＤＦにおける
原稿セット検出は、いずれも従来周知の方法を用いることができる。また、原稿台におけ
る原稿開閉検出やＡＤＦにおける原稿セット検出を、以下、「原稿検出」として定義する
。また、キー操作やデータ受信などのその他の、スリープモードを解除する契機となるユ
ーザー操作を判定する方法についても周知の技術を用いることができる。
【００５０】
　図９は本発明の実施の形態に係る画像処理装置（複合機）における原稿検出時復帰処理
のフローチャートを示す図である。図９において、ステップＳ１０１で原稿検出時復帰処
理が開始されると続いてステップＳ１０２に進む。ステップＳ１０２では、複合機１００
がスリープモードに入る直前のモードがスキャンモードであったかが判定される。ここで
、「スリープモードに入る直前のモード」に関しては、図７及び図８などに示したもので
ある。また、このステップでは「ユーザーによって設定されたデフォルトモード」、「ス
リープモードに移行する前にユーザーによって最後に選択された動作モード」がスキャン
モードであるか否かを判定するようにしても良い。
【００５１】
　ステップＳ１０２における判定の結果がＹＥＳであるとステップＳ１０３に進み、ステ
ップＳ１０２における判定の結果がＮＯであるとステップＳ１０８に進む。
【００５２】
　ステップＳ１０３では、スキャナ部１４０の節電状態（スリープモードにおける状態）
からの復帰を開始する。続いてステップＳ１０４に進み、操作パネル部１５０の節電状態
からの復帰を開始する。続いてステップＳ１０５に進み、スキャナ部１４０がウォーミン
グアップを行っている旨操作パネル部１５０に表示する。
【００５３】
　ステップＳ１０６においては、スキャン部１４０の節電状態からの復帰が完了したかが
判定される。ステップＳ１０６における判定の結果がＮＯであると、ステップＳ１０６を
ループし、ステップＳ１０６における判定の結果がＹＥＳであると、続いてステップＳ１
０７に進む。
【００５４】
　ステップＳ１０７では、複合機１００にＵＳＢメモリの挿入が検出されているかどうか
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が判定される。なお、ここではＵＳＢメモリを外部記憶媒体の一つの例として示すが、本
発明はその他の種類の外部記憶媒体の場合についても同様に適用し得るものである。また
、ＵＳＢメモリの検出などには周知の技術を用いることができる。
【００５５】
　ステップＳ１０７における判定の結果がＹＥＳであるときにはステップＳ１０８に進み
、ステップＳ１０７における判定の結果がＮＯであるときにはステップＳ１０９に進む。
【００５６】
　ステップ１０８においては、スキャナ部１４０からＵＳＢメモリへデータを移行する旨
のメッセージ画面の表示を操作パネル部１５０にて行う。図１０は操作パネル部１５０に
おける、スキャナ部１４０からＵＳＢメモリへデータを移行する旨の画面表示例を示す図
である。また、ステップＳ１０９においては、スキャンモードの初期画面表示を操作パネ
ル部１５０にて表示する。スキャンモードの初期画面表示の一例は図２に示すものとなる
。
【００５７】
　続く、ステップＳ１３３では、原稿検出時復帰処理を終了する。
【００５８】
　ステップＳ１１０では、複合機１００がスリープモードに入る直前のモードがコピーモ
ードであったか否かが判定される。また、このステップでは「ユーザーによって設定され
たデフォルトモード」、「スリープモードに移行する前にユーザーによって最後に選択さ
れた動作モード」がコピーモードであるか否かを判定するようにしても良い。
【００５９】
　ステップＳ１１０における判定の結果がＹＥＳであるときにはステップＳ１１１に進み
、ステップＳ１１０における判定の結果がＮＯであるときにはステップＳ１１６に進む。
【００６０】
　ステップＳ１１１では、プリンタ部１３０及びスキャナ部１４０の節電状態（スリープ
モード状態）からの復帰を開始する。続いて、ステップＳ１１２では、操作パネル部１５
０の節電状態からの復帰を開始する。次に、ステップＳ１１３において、プリンタ部１３
０及びスキャナ部１４０がウォーミングアップ中である旨操作パネル部１５０に表示する
。
【００６１】
　ステップＳ１１４　プリンタ部１３０及びスキャナ部１４０の節電状態からの復帰が完
了したかどうかを判定する。
ステップＳ１１４の判定結果がＮＯである場合にはステップＳ１１４をループし、ステッ
プＳ１１４の判定結果がＹＥＳである場合にはステップＳ１１５に進む。
【００６２】
　ステップＳ１１５では、コピーモードの初期画面を操作パネル部１５０に表示する。こ
のようなコピーモードの初期画面は図５に示すものとなる。
【００６３】
　続く、ステップＳ１３３では、原稿検出時復帰処理を終了する。
【００６４】
　次にステップＳ１１０における判定の結果がＮＯであるときに進むステップＳ１１６以
降のステップについて説明する。
【００６５】
　ステップＳ１１６では、複合機１００がスリープモードに入る直前のモードがファクシ
ミリ送信モードであったか否かが判定される。また、このステップでは「ユーザーによっ
て設定されたデフォルトモード」、「スリープモードに移行する前にユーザーによって最
後に選択された動作モード」がファクシミリ送信モードであるか否かを判定するようにし
ても良い。
【００６６】
　ステップＳ１１６における判定の結果がＹＥＳであるときにはステップＳ１１７に進み
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、ステップＳ１１６における判定の結果がＮＯであるときにはステップＳ１２２に進む。
【００６７】
　ステップＳ１１７では、スキャナ部１４０及びファクシミリ部１２０の節電状態からの
復帰が開始される。続いてステップＳ１１８では、操作パネル部１５０の節電状態からの
復帰処理を開始する。次に、ステップＳ１１９では、スキャナ部１４０及びファクシミリ
部１２０がウォーミングアップ中である旨操作パネル部１５０に表示する。
【００６８】
　ステップＳ１２０ではスキャナ部１４０及びファクシミリ部１２０の節電状態からの復
帰が完了したかどうかが判定される。
【００６９】
　ステップＳ１２０における判定の結果がＮＯであるときにはステップＳ１２０をループ
する。ステップＳ１２０における判定の結果がＹＥＳであるときには、ステップＳ１２１
にすすみ、ファクシミリ送信モードの初期画面を操作パネル部１５０に表示する。このよ
うなファクシミリ送信モードの初期画面は図４に示すものとなる。
【００７０】
　続く、ステップＳ１３３では、原稿検出時復帰処理を終了する。
【００７１】
　次に、ステップＳ１１６でＮＯと判定されたときに進むステップＳ１２２について説明
する。ステップ１２２以降のステップでは、複合機１００がスリープモードに入る直前に
は「外部記憶媒体プリントモード」であったことが判明している。すなわち、複合機１０
０が外部記憶媒体プリントモードであったことを前提としている。ユーザー操作として原
稿台周りの操作を行うことと、ＵＳＢメモリを挿入する操作というのは、重複的であるが
、以降のステップでは、一応ＵＳＢメモリの挿入検出などもしておき、これをスリープモ
ードからの復帰に役立てる。ここで、ＵＳＢメモリなどの挿入を複合機１００が検出する
方法については周知の技術を用いることとする。
【００７２】
　ステップＳ１２２においては、複合機１００１００の不図示のコネクタ部へのＵＳＢメ
モリの挿入が検出されたかどうかが判定される。
【００７３】
　ステップＳ１２２における判定の結果がＹＥＳであるときにはステップＳ１２３に進み
、ステップＳ１２２における判定の結果がＮＯであるときにはステップＳ１３１に進む。
【００７４】
　ステップＳ１２３では、ＵＳＢメモリに印刷するプリントデータがあるかどうかが判定
される。このようなＵＳＢメモリ中のプリントデータの存否を検出する技術について周知
のものを用いる。
【００７５】
　ステップＳ１２３における判定結果がＹＥＳであるときにはステップＳ１２４に進み、
ステップＳ１２３における判定結果がＮＯであるときにはステップＳ１２９に進む。
【００７６】
　ステップＳ１２４では、プリンタ部１３０の節電状態からの復帰を開始する。続くステ
ップＳ１２５では、操作パネル部１５０の節電状態からの復帰処理を開始する。次に、ス
テップＳ１２６では、プリンタ部１３０がウォーミングアップ中であることを操作パネル
部１５０に表示する。
【００７７】
　次のステップＳ１２７ではプリンタ部１３０の節電からの復帰が完了したかどうかが判
定される。ステップＳ１２７の判定の結果がＮＯであるときにはステップＳ１２７をルー
プする。ステップＳ１２７の判定の結果がＹＥＳであるときにはステップＳ１２８に進む
。
【００７８】
　ステップＳ１２８では、ＵＳＢメモリからプリンタ部１３０にデータを転送して、プリ
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ンタ部１３０で印刷を実行する旨のメッセージ画面の表示を操作パネル部１５０にて行う
。図１１は操作パネル部１５０における、ＵＳＢメモリからプリンタ部１３０にデータを
転送して、プリンタ部１３０で印刷を実行する旨の画面表示例を示す図である。
【００７９】
　続くステップＳ１３３では、原稿検出時復帰処理を終了する。
【００８０】
　ステップＳ１２３における判定結果がＮＯであるときに進むステップＳ１２９では、操
作パネル部１５０の節電状態からの復帰処理が開始される。続く、続くステップＳ１３０
では、操作パネル部１５０で、ＵＳＢメモリ中にプリンタすべきデータがない旨のメッセ
ージ画面の表示をポップアップ表示によって行う。このときの操作パネル部１５０におけ
る画面表示例を図１２に示す。続くステップＳ１３３では、原稿検出時復帰処理を終了す
る。
【００８１】
　次に、ステップＳ１２２における判定結果がＮＯであるときに進むＳ１３１以降につい
て説明する。ステップＳ１３１では、操作パネル部１５０の節電状態からの復帰が開始さ
れる。次のステップＳ１３２では、操作パネル部１５０にモードの選択をユーザーに促す
旨の表示を行う。続くステップＳ１３３では、原稿検出時復帰処理を終了する。
【００８２】
　以上のような本発明の構成によれば、スリープモードを解除する際、スリープモードに
移行する直前に設定されていた「スキャンモード」、「コピーモード」、「ファクシミリ
送信モード」、「外部記憶媒体プリントモード」などのモードを参照することによって、
プリンタ部１３０、スキャナ部１４０、操作パネル部１５０のデバイスのうちどのデバイ
スを起動するかを選択するので、ユーザーが利用する可能性の高いモードに素早く復帰す
ることが可能となると共に、利用しない可能性の高いデバイスへの給電を行わないことで
省電力化を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００８３】
【図１】本発明の実施の形態に係る画像処理装置（複合機）及びその周辺のシステム構成
を示す図である。
【図２】本発明の実施の形態に係る画像処理装置（複合機）のスキャンモードの初期画面
表示例を示す図である。
【図３】本発明の実施の形態に係る画像処理装置（複合機）の外部記憶媒体プリントモー
ドの初期画面表示例を示す図である。
【図４】本発明の実施の形態に係る画像処理装置（複合機）のファクシミリ送信モードの
初期画面表示例を示す図である。
【図５】本発明の実施の形態に係る画像処理装置（複合機）のコピーモードの初期画面表
示例を示す図である。
【図６】本発明の実施の形態に係る画像処理装置（複合機）におけるデフォルトモードの
概念を説明する図である。
【図７】デフォルトモードに移行後にスリープモードに入る画像処理装置のシーケンスを
示す図である。
【図８】各モードからスリープモードに入る画像処理装置のシーケンスを示す図である。
【図９】本発明の実施の形態に係る画像処理装置（複合機）における原稿検出時復帰処理
のフローチャートを示す図である。
【図１０】本発明の実施の形態に係る画像処理装置（複合機）の画面表示例を示す図であ
る。
【図１１】本発明の実施の形態に係る画像処理装置（複合機）の画面表示例を示す図であ
る。
【図１２】本発明の実施の形態に係る画像処理装置（複合機）の画面表示例を示す図であ
る。
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【符号の説明】
【００８４】
１０・・・ネットワーク、２０・・・電話回線、１００・・・複合機、１１０・・・制御
部、１２０・・・ファクシミリ部、１３０・・・プリンタ部、１４０・・・スキャナ部、
１５０・・・操作パネル部、１６０・・・ネットワークＩ／Ｆ、１７０・・・ＵＳＢ　Ｉ
／Ｆ、２００、２００’、２００’’ ・・・パーソナルコンピュータ、３００・・・外
部機器

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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【図６】
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【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】
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